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告
　
示

◯
字
の
区
域
の
設
置
（
九
三
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
字
の
区
域
の
変
更
（
九
四
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
等
の

措
置
（
九
五
・
環
境
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
収
用
法
に
よ
る
事
業
の
認
定
（
九
六
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
九
七
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
九
八
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
九
九
〜
一
〇
一
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
河
川
法
に
よ
る
堤
防
と
道
路
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
（
一
〇
二
・
河
川
課
）
…
…
…
６

◯
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
一
〇
三
・
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

秋
田
県
告
示
第
九
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿

角
市
の
区
域
内
に
次
の
と
お
り
字
の
区
域
を
新
た
に
画
す
る
旨
同
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
設
置
の
処
分
は
、
当
該
設
置
区
域
に
係
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地

処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
九
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿

角
市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
同
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
変
更
の
処
分
は
、
当
該
変
更
区
域
に
係
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地

処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

設
　
　
　
　
定
　
　
　
　
区
　
　
　
　
域

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
上
砂
沢

一
一
か
ら
一
五
ま
で
、
一
八
の
二
、
一
九
か
ら
二
二
ま
で
、

二
三
の
一
、
二
四
の
二
、
二
九
か
ら
三
二
ま
で
、
三
五
の

二
、
三
六
か
ら
三
九
ま
で
、
四
一
、
四
二
の
一
、
四
三
、

四
四
、
四
九
の
一
、
四
九
の
二
、
五
〇
の
一
、
五
〇
の
二
、

五
一
、
五
二
の
二
、
五
三
、
五
五
か
ら
五
七
ま
で
、
五
八

の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
六
〇
の
二
に
隣
接
す
る
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
下
砂
沢

一
か
ら
三
ま
で
、
四
か
ら
六
ま
で
の
各
一
部
、
一
五
の
二
、

一
六
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
万
養
田

八
の
一
の
一
部
、
八
の
二
の
一
部
、
八
の
三
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

字
　
　
　
　
名

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
砂

沢

変

更

前

の

字

の

区

域

変
更
後
の
字
の
区
域
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２

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
熊
坂

三
六
の
一
部
、
三
七
、
三
八
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
上
砂
沢

五
八
の
三
の
地
先
の
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
万
養
田

一
三
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
向
田

四
三
、
四
七
の
地
先
の
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
熊
坂

六
一
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部
並
び
に
六
二
の
一
、
六
二
の
二
、
六
二
の
四

の
地
先
の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
向
田

四
七
か
ら
四
九
ま
で
、
五
三
の
地
先
の
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
万
養
田

一
三
か
ら
一
六
ま
で
の
地
先
の
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一

部
鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
下
砂
沢

四
か
ら
六
ま
で
の
各
一
部
、
七
、
九
、
一
一
か
ら
一
四
ま

で
、
三
〇
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
森
崎

四
、
六
か
ら
八
ま
で
、
一
〇
の
地
先
の
水
路
で
あ
る
国
有

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
向

田鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
長

畑鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
熊

坂鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
万

養
田

地
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
万
養
田

一
八
の
一
部
、
一
九
の
一
部
、
二
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に

二
一
の
地
先
の
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
白
山

一
の
一
の
地
先
の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
森
崎

三
の
三
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
白
山

一
の
一
、
一
二
の
二
の
地
先
の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一

部
鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
大
畑

六
四
の
一
部
、
六
五
の
一
部
、
六
六
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
森
崎

三
の
三
の
地
先
の
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
前
田

一
二
の
一
部
、
一
三
か
ら
一
九
ま
で
、
二
〇
の
一
部
、
二

一
の
一
部
、
二
二
の
三
、
二
二
の
四
の
一
部
、
二
四
の
一

部
、
二
四
の
一
、
二
六
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に

二
六
か
ら
二
八
ま
で
、
四
八
、
五
二
の
地
先
の
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
下
川
原

二
、
三
の
一
、
三
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
森

崎鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
前

田鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
白

山
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秋
田
県
告
示
第
九
十
五
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
処
分
者
等
」
と
い
う
。
）
を
確
知

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
講
ず
べ
き
支
障
の
除
去
等
の
措
置
の
内
容

能
代
市
浅
内
字
上
の
山
二
百
二
十
三
番
一
ほ
か
に
設
置
さ
れ
て
い
る
有
限
会
社
能
代
産
業
廃
棄

物
処
理
セ
ン
タ
ー
の
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
（
以
下
「
本
件
処
分
場
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

処
分
者
等
は
揚
水
井
戸
に
よ
る
汚
染
地
下
水
の
く
み
上
げ
処
理
や
蒲
の
沢
等
で
の
浸
出
水
の
回
収
、

処
理
等
の
本
件
処
分
場
の
維
持
管
理
（
以
下
「
本
件
処
分
場
の
維
持
管
理
」
と
い
う
。
）
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
遮
水
壁
の
末
設
置
部
分
に
遮
水
壁
を
構
築
し
、
汚
染
地
下
水
が
本
件
処
分
場
外

に
流
出
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
等
本
件
処
分
場
か
ら
の
浸
出
液
に
よ
っ
て
公
共
の
水
域
及
び
地
下

水
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
講
ず
べ
き
支
障
の
除
去
等
の
措
置
の
履
行
期
限
等

（一）

本
件
処
分
場
の
維
持
管
理
の
措
置
は
、
平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
開
始
し
、
平
成

二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
継
続
す
る
こ
と
。

（二）

本
件
処
分
場
の
維
持
管
理
以
外
の
措
置
は
、
平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
着
手
し
、
平

成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
完
了
す
る
こ
と
。

三
　
知
事
に
よ
る
措
置
等

処
分
者
等
が
一
の
措
置
を
二
の
期
限
ま
で
に
講
じ
な
い
と
き
は
、
知
事
が
法
第
十
九
条
の
八
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
措
置
を
講
じ
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
者
等
か
ら
当
該
措
置

に
要
し
た
費
用
を
徴
収
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
九
十
六
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
起
業
者
の
名
称
　
本
荘
市

二
　
事
業
の
種
類
　
本
荘
市
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場
整
備
事
業

三
　
起
業
地

（一）

収
用
の
部
分
　
秋
田
県
本
荘
市
荒
町
字
荒
町
下
地
内

（二）

使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

平
成
十
七
年
一
月
五
日
付
け
で
本
荘
市
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
本
荘
市
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場
整
備
事

業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
業
認
定
の
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（一）

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公

共
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

こ
の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ

れ
る
。

３

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
前
田

七
か
ら
九
ま
で
の
各
一
部
、
一
〇
、
一
一
、
一
二
の
一
部
、

二
〇
の
一
部
、
二
一
の
一
部
、
二
二
の
一
の
一
部
、
二
二

の
二
、
二
二
の
四
の
一
部
、
二
三
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全

部
鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
下
川
原

七
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部
並
び
に
二
、
三
の
一
、
三
の
二
、
五
の
二
、
七

の
地
先
の
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
長
土
路

二
〇
の
一
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
大
畑

一
の
一
の
一
部
、
一
の
二
の
一
部
、
五
の
一
部
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
長
土
路

二
〇
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部
並
び
に
一
九
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
大

畑鹿
角
市
十
和
田
山
根
字
下

川
原
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（二）

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
ス
ポ
ー
ツ
を
と
お
し
て
明
る
く
豊
か
で
活
力
あ
る
社
会
形
成
を
図
る
た
め
、

地
域
住
民
が
気
軽
に
ス
ポ
ー
ツ
に
取
り
組
め
る
環
境
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
国

民
体
育
大
会
等
の
各
種
公
式
競
技
の
開
催
を
可
能
と
す
る
た
め
、
国
際
規
格
に
合
致
し
た
施
設

を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

起
業
者
は
、
「
健
康
本
荘
二
十
一
計
画
」
を
策
定
し
、
地
域
住
民
が
主
体
的
に
健
康
の
維
持

増
進
に
取
り
組
め
る
体
育
施
設
の
整
備
を
推
進
し
て
お
り
、
ま
た
、
本
件
事
業
に
係
る
施
設
が

第
六
十
二
回
国
民
体
育
大
会
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
競
技
会
場
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
件
事
業
を
施
行
す
る
権
能
を
有
す
る
主
体
で
あ
り
、
か
つ
、
本
荘
市
一
般
会
計
に
お
い
て
予

算
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
十
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断

さ
れ
る
。

（三）

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

（１）

近
年
の
休
日
の
増
加
や
健
康
志
向
の
高
ま
り
を
背
景
に
、
ス
ポ
ー
ツ
人
口
は
年
々
増
加
し

て
お
り
、
既
存
の
施
設
の
み
で
は
時
間
帯
に
よ
っ
て
利
用
者
が
集
中
す
る
な
ど
、
地
域
住
民

の
ニ
ー
ズ
に
十
分
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
際
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

連
盟
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ル
ー
ル
規
格
に
合
致
し
て
い
な
い
た
め
、
各
種
公
式
競
技
の
開
催
に
も

支
障
を
来
し
て
い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
ス
ポ
ー
ツ
活
動
が
展
開
さ

れ
、
健
康
の
維
持
増
進
の
た
め
、
有
効
利
用
が
期
待
さ
れ
る
と
と
も
に
、
各
種
公
式
競
技
の

開
催
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
、
地
域
に
お
け
る
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
場
と

し
て
多
目
的
な
利
用
が
見
込
ま
れ
る
ほ
か
、
災
害
時
に
は
一
時
避
難
地
と
し
て
地
域
防
災
活

動
の
拠
点
と
も
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

（２）

一
方
、
本
件
事
業
に
よ
る
自
然
環
境
や
生
活
環
境
へ
の
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
本
件
事
業
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（３）

ま
た
、
本
件
事
業
の
起
業
地
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
候
補
地
と
し
て
、
二
箇
所
存

在
す
る
が
、

ア
　
交
通
の
利
便
性
及
び
周
辺
の
環
境
条
件
が
良
好
で
、
利
用
し
や
す
い
こ
と
。

イ
　
事
業
費
の
経
済
性
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。

等
の
基
準
に
よ
り
候
補
地
の
優
劣
を
比
較
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
二
案
中

交
通
の
利
便
性
及
び
周
辺
の
環
境
条
件
が
良
く
、
経
済
性
に
お
い
て
も
優
れ
て
い
る
こ
と
等

か
ら
最
も
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（４）

（１）
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と
（２）
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
と

も
に
、
（３）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
他
の
候
補
地
と
比
較
し
て
最
も
適
切

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判

断
さ
れ
る
。

（四）

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

（１）

健
康
の
維
持
増
進
の
た
め
、
有
効
利
用
の
上
で
、
ス
ポ
ー
ツ
の
果
た
す
役
割
は
大
き
な
も

の
が
あ
り
、
ま
た
、
平
成
十
九
年
に
は
第
六
十
二
回
国
民
体
育
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
を
契
機
に
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
充
実
を
図
る
必
要
性
は
高
い
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
事
業
効
果
を
早
期
に
発
現
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（２）

ま
た
、
本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
「
国
際
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
連
盟
オ
フ
ィ
シ
ャ

ル
ル
ー
ル
規
格
」
に
基
づ
き
、
本
件
事
業
効
果
を
発
現
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
収
用
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
せ
ら
れ
る
範
囲

に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。

（３）

以
上
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必

要
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ

れ
る
。

（五）

結
論

（一）
か
ら
（四）
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
各
号
の

要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

事
業
の
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

本
荘
市
教
育
委
員
会
ス
ポ
ー
ツ
課

秋
田
県
告
示
第
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

４
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
十
八
号

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

５

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

二
百
八
十
二
号

二
百
八
十
二
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
三
・
〇
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
二
三
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
三
五

〇
・
二
三
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
郡
小
坂
町
荒
谷
字
横
欠
四
三
番
地
先
か
ら
三
一
番
一
地
先
ま
で

〃

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

秋
田
北
イ
ン
タ
ー
線

秋
田
北
イ
ン
タ
ー
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

三
四
・
〇
〇
〜
七
二
・
〇
〇

三
四
・
〇
〇
〜
七
二
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
四
〇

〇
・
〇
四
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

秋
田
市
外
旭
川
字
中
谷
地
二
六
番
三
か
ら
字
小
谷
地
一
二
八
番
二
ま
で

〃

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
八
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
郡
矢
島
町
川
辺
字
小
坂
七
二
番
一
か
ら
七
一

番
四
ま
で
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秋
田
県
告
示
第
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
二
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
堤
防
と
道

路
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

関
係
図
書
は
、
建
設
交
通
部
河
川
課
及
び
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
河
川
の
名
称
　
二
級
河
川
　
馬
踏
川

二
　
河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類
　
右
岸
堤
防

三
　
河
川
管
理
施
設
の
位
置

秋
田
市
金
足
岩
瀬
字
大
表
五
十
二
番
二
地
先
か
ら
字
前
山
五
十
三
番
地
先
ま
で

四
　
管
理
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

（一）

名
称
　
道
路
管
理
者
　
秋
田
市
長

（二）

住
所
　
秋
田
市
山
王
一
丁
目
一
番
一
号

（三）

代
表
者
の
氏
名
　
秋
田
市
長
　
佐
　
竹
　
敬
　
久

五
　
管
理
の
内
容

（一）

道
路
専
用
施
設
（
路
面
（
路
盤
ま
で
の
部
分
を
含
む
。
）
、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他

の
専
ら
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
新
設
（
道
路
の

附
属
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

（二）

路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
法
長
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
に

つ
い
て
の
維
持

（三）

原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

六
　
管
理
の
期
間
　
平
成
十
七
年
一
月
十
一
日
か
ら
道
路
の
存
続
す
る
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称
　
神
岡
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
曲
都
市
公
園
事
業
　
神
岡
中
央
公
園

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
日
ま
で

四
　
事
業
地

６

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

湯
沢
雄
物
川
大
曲

線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
鹿
郡
雄
物
川
町
薄
井
字
下
鴨
川
五
番
一
地
先
か

ら
字
薄
井
六
八
番
一
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

本
荘
大
内
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

本
荘
市
館
前
字
後
田
二
三
番
五
か
ら
字
天
神
七
五

番
三
ま
で
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（一）

収
用
の
部
分

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町
神
宮
寺
字
中
瀬
古
川
敷
及
び
大
坪
街
道
下
地
内

（二）

使
用
の
部
分

な
し

平
成
十
五
年
十
二
月
五
日
（
第
千
五
百
二
十
八
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
九
百
八
十
号
（
道
路

の
供
用
開
始
）

（
原
稿
誤
り
）

三
ペ
ー
ジ
　
下
　
終
り
か
ら
　
二
番
一
九
四
か
ら
二
番
二
六
〇
　
二
番
二
六
〇
か
ら
二
番
一
六
ま
で

の
表
中
　
　
　
　
　
五
〜
四
　
ま
で

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
（
第
千
五
百
九
十
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
六
百
十
六
号
（
道
路
の

供
用
開
始
）

（
原
稿
誤
り
）

五
ペ
ー
ジ
　
下
　
終
り
か
ら
　
二
番
一
九
四
ま
で
　
　
　
　
　
　
二
番
二
六
〇
ま
で

の
表
中
　
　
　
　
　
　
一
〇

７

ペ
ー
ジ
　

段
　
　

行
　
　
　
　
　
　
　

誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
　
　
　
　
　
　

正
　
　
　
　
　
　
誤
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